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午前９時５８分 開  会 

○委員長（竹原弘治） お早うございます。 

金曜日の日は大変、懇談会、退職者を送る会というふうなところで、長時間大変

ご苦労さんでした。今日はご承知のように２年前の大震災発生した年、日でありま

す。まあの、２時４６分、丁度発生した時間にこの庁舎内でも黙祷されるというよ

うなことでございます、ま会議が続いていれば、その時間にそういうような形にな

ろうかと思います。 

では、金曜日に引き続きまして委員会を開会いたします。 

議案第５８号平成２５年度大仙市簡易水道事業特別委会計予算を議題とします。 

当局の説明を求めます。足達水道課長。 

○水道課長（足達 隆） 議案第５８号 平成２５年度 大仙市簡易水道事業特別会

計予算（案）につきまして、ご説明申し上げます。 

  説明にあたりまして、歳入につきましては予算書で、歳出につきましては、Ａ３

版、平成２５年度当初予算概要 建設水道常任委員会 上下水道部、及び平成２５

年度 当初予算案 主な事業の説明書で行わせていただきたいと存じますので、ご

了承下さるようお願い申し上げます。 

それでは、予算書の２６９ページをお願いいたします。歳入・歳出予算の総額は、

対前年度比６７万３千円増の歳入・歳出それぞれ１０億７，８７７万８千円とする

ものでございます。 

簡易水道事業は、公営水道として神岡地域３地区、西仙北地区７地区、中仙地域

３地区、協和地域７地区、南外地域は全地域で１地区、仙北地域は１地区の計２２

地区において安全で安心した水道水の供給事業を実施するものでございます。 

予算書の事項別明細書により、歳入についてご説明申し上げます。２７６ページ

をお願いします。歳入・１款・分担金及び負担金・１項・１目・加入負担金は、７

万円で、加入者負担金の滞納繰越分でございます。２款・使用料及び手数料は、対

前年度比５，２０８万９千円増の、４億９，１５４万３千円を見込んでございます。

内訳といたしまして、１項・１目・水道使用料４億９，０１９万２千円は、本年４

月検針分から簡易水道料金の２回目の改定に伴い、現年分が前年度比５，０５４万

３千円増の４億７，９４１万２千円、滞納繰越分１，０７７万９千円を計上してお

ります。２項・１目・水道手数料１３５万１千円は、給水装置工事設計審査手数料

等でございます。３款・国庫支出金・１項・１目・簡易水道事業費補助金は、対前
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年度比１，６７５万６千円減の８０２万３千円を計上してございます。内訳といた

しまして、協和中央地区簡易水道浄水施設等更新事業分が５９４万６千円、刈和野

地区、大沢郷地区及び南外地区簡易水道の成瀬ダム負担金分が、併せて２０７万７

千円となってございます。２７７ページになります。５款・財産収入・１項・１目

・利子及び配当金は、存置項目でございます。６款・繰入金・１項・１目・一般会

計繰入金は、対前年度比４，７３７万１千円減の５億４０６万円を計上してござい

ます。７款・繰越金は、存置項目でございます。８款・諸収入は、雑入として５９

８万円を計上しております。協和地域の施設管理分として３００万円、各地域の下

水道使用料徴収業務委託料の２９３万円が主なものでございます。９款・市債・１

項・１目・簡易水道整備事業債は、対前年度比２，２４０万円増の６，９１０万円

を計上しております。神岡地区簡易水道区域拡張事業費（中央斎場関連）に４，７

００万円、協和中央地区簡易水道浄水施設等更新事業費に１，８４０万円、刈和野

地区、大沢郷地区及び南外地区簡易水道の成瀬ダム負担金に３７０万円を充てるも

のでございます。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。まず始めに、上下水道部の平成２５年

度当初予算概要 建設水道常任委員会の表紙をめくって１ページをお願いいたしま

す。説明に入ります前に、訂正をお願いいたします。申し訳ございません。表の中

程に簡易水道事業特別会計、№９・神宮寺地区簡易水道区域拡張事業費（中央斎場

関連）の平成２５年度当初予算額が、８千円となってございますが、４，７０７万

円に、同じ行の比較増減を１２３万９千円の減から、４，５８２万３千円の増にお

願いいたします。申し訳ございません。それでは、説明させていただきます。簡易

水道事業特別会計は、№６から№１２までとなってございますが、このうち、№６

・一般管理費と№９・神宮寺地区簡易水道区域拡張事業費から№１２までの協和中

央地区簡易水道浄水施設等更新事業費、淀川地区簡易水道水源調査事業費及び大沢

郷地区簡易水道区域拡張事業費につきましては、予算概要による説明を終えた後、

主な事業の説明書によりご説明申し上げます。それでは、№７、１款・１項・１目

９０事業 簡易水道事業基金積立金につきましては、存置項目でございます。次に、

２款・１項・１目１０事業 成瀬ダム関連事業費は、対前年度比４７６万６千円増

の６５５万８千円を計上しておりまして、西仙北地域の刈和野地区及び大沢郷地区

簡易水道と南外地域の南外地区簡易水道の成瀬ダム負担金５８８万円が主なもので

ございます。特定財源といたしまして、簡易水道等施設整備費国庫補助金と簡易水
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道整備事業債を充当してございます。 

続きまして、主な事業の説明書、上下水道部の７－５ページをお願いいたします。

１款・１項・１目・１０事業簡易水道事業に係る一般管理費につきましては、継続

事業でございまして、対前年度比１，９５６万８千円増の１億７，８６８万４千円

を計上してございます。事業の目的及び目標といたしまして、大仙市の２２地区簡

易水道の水道施設の適正且つ効率的な維持管理に努め、安全で安定した水道水の供

給事業の継続を図ることとしてございます。事業の概要といたしまして、各地域の

給水人口、事業数及び予算額と主な予算項目を記載してございます。財源内訳でご

ざいますが、その他といたしまして、水道使用料等の他、給水装置工事検査及び設

計審査手数料及び下水道料金徴収事務委託料等の雑入を充当してございます。 

次のページ、７－６ページをお願いいたします。併せて、お手元に配布してござ

いますＡ３版 水道課、上水－１ 平成２５年 第１回大仙市議会定例会、建設水

道常任委員会資料をご覧頂きたいと思います。４ページは、これから説明いたしま

す平成２５年度簡易水道事業の位置図でございます。５ページは、神岡地域の神宮

寺地区簡易水道区域拡張事業（中央斎場関連）の計画平面図、６ページは、協和中

央地区簡易水道浄水施設等更新事業の計画平面図、７ページは、協和地域の淀川地

区簡易水道水源調査事業の計画平面図、８ページは、西仙北地域の大沢郷地区簡易

水道区域拡張事業（江原田地区等）の計画平面図となっておりますので併せてご参

照願います。それでは、説明を続けさせていただきます。２款・１項・１目・２３

事業 神岡地域の神宮寺地区簡易水道区域拡張事業費（中央斎場関連）につきまし

ては、継続事業でございまして、対前年度比４，５８２万３千円増の４，７０７万

円を計上してございます。本事業につきましては、大曲仙北広域市町村圏組合の新

火葬場建設に伴い、同施設に水道水を供給するため、神宮寺地区簡易水道より配水

管を延長布設するもので、総延長を１，４４０ｍと見込んでおり、将来的な大曲地

域の玉川右岸における大川原、松倉、鷹ノ巣地域等の水道未普及地域解消事業にも

備えた工事内容としてございます。財源内訳でございますが、特定財源といたしま

して簡易水道整備事業債を充当してございます。 

次のページ、７－７ページをお願いいたします。２款・１項・１目・２９事業 協

和中央地区簡易水道浄水施設等更新事業費につきましては、継続事業でございまし

て、対前年度比１，８５６万８千円増の２，４３８万４千円を計上してございます。

本簡易水道の宮ヶ沢浄水場は、沢水を取水堤で堰き止め、水源としており、緩速ろ
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過方式で浄水処理を行っておりますが、水源水量の減尐が見受けられることや、水

源の水質悪化、浄水施設の老朽に伴い水質検査基準値の浄水濁度０．１度以下に維

持できない状況にございます。このようなことから、クリプトスポリジウム対策と

して、水源を沢水から地下水に、浄水処理を緩速ろ過方式から膜ろ過方式に変更し、

安全で安心な水道水の安定供給の継続を図るものでございます。２５年度は地質調

査、実施設計、測量業務委託経費を予算計上してございます。施設更新工事は、２

６年度から２８年度までの３年間を予定してございまして、事業費の合計は、４億

３，６２８万４千円を見込んでございます。財源内訳でございますが、特定財源と

いたしまして、簡易水道等施設整備費補助金と簡易水道整備事業債を充当してござ

います。 

次のページ、７－８ページをお願いいたします。２款・１項・１目・３０事業 協

和地域の淀川地区簡易水道水源調査事業費につきましては、新規事業でございまし

て、９２８万１千円を計上してございます。本簡易水道の水源につきましては、県

の環境保全センターの下流域にあるため、当初から水質についての懸念が一部住民

から寄せられておりました。加えて、２４年１１月に、県が東日本大震災の被災地

の不燃瓦礫を環境保全センターで受け入れると表明したことによりまして、水質に

関する不安の声が更に広がってございます。このような状況に対処するため、将来

の水源移設を考慮し、環境保全センターの影響を受けない箇所の新水源調査を行う

ものであります。事業の概要につきましては、電気探査、水源調査を実施すること

とし、業務委託経費を予算計上してございます。財源は、その他として、環境保全

基金を充当してございます。 

次のページ、７－９ページになります。２款・１項・１目・３５事業 西仙北地

域の大沢郷地区簡易水道区域拡張事業費（江原田地区等）につきましては、新規事

業でございまして、１８９万円を計上してございます。本事業につきましては、大

沢郷地区簡易水道と強首地区簡易水道の間に位置する江原田小規模水道組合と木売

沢・金山沢簡易水道組合は、施設の老朽化や夏期・冬期の渇水期に水量不足が生ず

るため、２組合を廃止し、大沢郷地区簡易水道から水道水を供給するため、配水管

を延長布設するもので、平成２５年度におきましては、大沢郷地区簡易水道の給水

区域拡張に伴う経営認可変更申請を行い、これに伴う業務委託費を計上してござい

ます。工事につきましては、平成２６年度実施を予定してございます。 
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以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますよう 

お願い申し上げます。 

○委員長（竹原弘治）当局の説明が終了しました。これより質疑を行います。 

  なにか、質疑ございませんか。はい、高橋委員。 

○委員（高橋幸晴） 新規事業が、何件か見受けられますが、特にこの淀川地区に関

しては大変懸念されるところのように感じますけども、現在も水質検査はやってお

られると思いますけども、その点については、ま現在の所は大丈夫ということ。 

○上下水道部長（小松春一） 現在は調査における不都合な、水質に不都合な点は出

ておりません、ただやっぱり特に課長からの説明もありましたとおり、これから県

においては４月以降に震災瓦礫の受入ということもありますし、また、農業水利関

係でも同じようなことがあることから、合わせてこの環境保全センター関連、水道

と利水と合わせて新規事業で開始するということ今考えています。 

○委員（高橋幸晴） この大沢郷地区がいわゆる江原田、木売沢、金山の統合という

ことで、これあの現在そうすれば、老朽していて、そして大沢郷の方から給水する

となった場合に、そうすれば全戸が加入を希望しているという状況。 

○水道課長（足達 隆） ただ今のご質問にお答えいたします。各小規模組合さんの

方からは同意書というふうな形で一部上がってきております、もう一つの組合につ

きましては今後、組合総意として要望書というふうな形で上がってくると、ようす

るに各組合水道さんについては区域拡張後、大沢郷地区に加入するというふうな形

で事業が動いているというふうに思って頂ければ幸でございます。 

○委員（高橋幸晴） いずれこれあの、工事を供給してやって、そして全戸がこの加

入してもらえれば、この事業効果、費用対効果がいいわけですけども、そこら辺の

所をきちっと説明して。 

○上下水道部長（小松春一） このその３組合で運営している今水道、大変なんです

けれども、いずれその小規模水道で運営しているわけで、これは公営水道への切り

替えということになりますと、もちろん今の施設は全部廃止して全戸切り替えてい

ただくということになりますので、まず１００％だろうというふうに思っています。 

○委員長（竹原弘治） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）討論なしと認めます。これより採決いたします。 

  本件を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  職員の入れ替えがありますので、暫時休憩します。 

 

 

１０：１８   休 憩 

１０：２０   再 開 

 

 

○委員長（竹原弘治） 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

  次に議案第５９号平成２５年度大仙市公共下水道事業特別会計予算を議題といた

します。当局の説明を求めます。岩谷下水道課長。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） それでは大仙市公共下水道事業特別会計予算の

説明にあたりまして、最初にお願い申し上げます。この後下水道事業４特別会計の

説明に入る訳ですけれども、歳入につきましては先程の簡易水道と同様に当初予算

書で、歳出につきまして、上下水道部の予算概要及び主な事業説明書でご説明させ

ていただきますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。 

   それでは資料ＮＯ．４の平成２５年度当初予算書の２９１ページをお願いいたし

ます。議案第５９号 平成２５年度大仙市公共下水道事業特別会計予算につきまし

て、ご説明申し上げます。 

  公共下水道事業は、大曲、神岡及び西仙北地域に係る下水道事業であります。歳

入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億３，９９８万９千円と定めるもので

あります。事項別明細書により、歳入をご説明申し上げます。２９８ページをお願

いいたします。歳入・１款・分担金及び負担金は下水道受益者負担金として、現年

分２，７５９万１千円、滞納繰越分６０万１千円の合わせて２，８１９万２千円で

あります。２款・使用料及び手数料は、下水道使用料として、現年分２億７，５７

０万２千円、滞納繰越分２５６万円の合わせて２億７，８２６万２千円であります。
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下水道手数料は排水設備工事店指定手数料など９７万５千円であります。３款・国

庫支出金は、社会資本整備総合交付金として１億５，７２５万円であります。４款

・繰入金は、一般会計繰入金として７億６，２９０万５千円であります。２９９ペ

ージ。５款 繰越金は前年度繰越金として存置項目１千円であります。６款 諸収

入は汚泥肥料代等の雑入として１０万１千円、延滞金３千円であります。７款・市

債は公共下水道事業債・流域下水道事業債・下水道事業特別措置分及び資本費平準

化債などの下水道事業債として、５億１，２３０万円であります。  

  次に、歳出につきまして、予算概要及び事業説明書で説明させていただきます。

概要を説明した後、事業説明書により一括してご説明いたします。 

   まず、Ａ３横、上下水道部の予算概要の３－２ページをお願いいたします。項番

９からになります。公共下水道事業特別会計・１款・１０事業・下水道維持管理費

は、大曲、神岡及び西仙北地域の公共下水道施設の維持管理に係る経費です。同じ

く５０事業・一般管理費負担金３５万７千円は、日本下水道事業協会負担金等であ

ります。同じく６０事業・一般管理費補助金１７万円は、公共下水道区域内の水洗

便所改造資金融資あっせんに係る利子補給金であります。２款・１０事業及び１１

事業は、施設整備事業に係る補助分・単独分であります。同じく１２事業は・県が

実施している流域下水道事業に係る市の負担金であります。それでは、維持管理費

及び事業費につきまして、主な事業の説明書でご説明させていただきます。お手元

に配布している委員会資料下水－１に２５年度の実施位置図を添付しておりますの

で合わせてご参考にしていただきたいと思います。 

   それでは上下水道部の主な事業の説明書をお願いいたします。７－１０ページに

なります。公共下水道事業特別会計の１０事業・下水道維持管理費は予算額、前年

度比８５５万６千円増の２億７，７４５万６千円であります。事業の目的は、管渠

及び処理場等の施設の適切な維持管理の実施により、故障・事故等を防ぎ、健全な

下水道事業運営を図ることを目的としており、限られた予算の中で効率的な維持管

理を目標としております。２５年度の事業概要は、下水道課所管の大曲と神岡及び

西仙北地域における電気料・修繕料及び消耗品等の需用費、水質検査手数料、施設

保守管理業務委託料など施設維持管理費と下水道所管としている県の流域下水道維

持管理負担金及び炭化施設維持管理負担金が主なものであります。なお、大曲及び

神岡地域は、県の流域下水道処理場に処理を委託し、西仙北地域は、単独処理場と

して刈和野浄化センターで処理しているものであります。地域の公衆衛生の向上と
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生活環境の改善を図るため、今後とも適正な維持管理の下での事業運営が必要と考

えております。財源に、その他として下水道使用料及び手数料等を充当しておりま

す。 

  次に事業説明書の７－１１ページをお願いいたします。１０事業・公共下水道事

業費（補助分）、同じく１１事業（単独分）は、補助・単独合わせまして、予算額、

前年度比１，５７８万７千円増の３億７，３５８万４千円であります。この事業は、

下水道整備を進めることにより、生活環境の改善、市民の公衆衛生の向上及び公共

水域の水質保全に資することを目的としております。目標を、Ｈ２５年度末の公共

下水道及び特定環境保全公共下水道を合わせた市の公共下水道の普及率３９．３％

としております。２５年度の事業の概要としまして、整備事業としまして、大曲地

域が事業費２億６，９０６万５千円で、管渠工事、延長１，０６５．４ｍ・公共桝

設置工事及び実施設計・地形測量業務委託、のほか、２５年度秋田県生活排水処理

整備構想見直しに合わせまして、市の生活排水処理整備構想見直しを予定しており

ます、その分を大曲地域分に経費を計上しております。同じく整備事業として、神

岡地域が事業費９，７８８万５千円で、管渠工事延長１，５７０ｍを予定しており

ます。西仙北地域は、事業費６６３万４千円で、刈和野浄化センターの長寿命化計

画策定のための基礎調査業務委託のほか、公共桝設置工事を予定しております。こ

のうち長寿命化対策でありますが、この後説明する特定環境保全公共下水道を含め

た大仙市の公共下水道の長寿命化への取り組み方針につきまして、ご説明させてい

ただきます。 

  お手元に配布のＡ３横の委員会資料下水道－１をご覧願いたい、お願いいたしま

す。委員会資料下水－１の１０ページでございます。公共下水道施設は建設後の年

数経過に伴い、今後、設備及び部品等の経年劣化による集中的な更新や大規模な改

修が予想され、適期に予防保全対策を講じて施設の長寿命化を図らなければなりま

せん。 

   １０ページの左、ページ左の国土交通省の長寿命化を支援する制度でありますが、

目的としましては、点検調査の実施、そして下水道長寿命化計画を策定し、予防保

全的な管理、そして計画的な改築を実施することによりまして、事故の未然防止、

ライフサイクルコスト、生涯費用でありますけれども、ライフサイクリルコストの

最小化を図るものであります。改築等の実施につきましては、概ね５年以内とされ

ておりまして、２５年度以降につきましては、この長寿命化計画に基づく改修等で



 

   - 11 - 

 

なければ、補助対象とならないものとされているものであります。計画・実施フロ

ーにつきましては、大きく３段階に分かれております。基礎調査を受けて、詳細調

査・詳細設計のうえで、長寿命計画を策定し、国に申請し採択後概ね５年の事業実

施となります。ページ右ですけれども、大仙市の公共下水道「長寿命化計画策定」

のスケジュールでございます。処理場は概ね１５年経過した施設が対象となってお

ります。大仙市においては、公共下水道の協和中央、刈和野及び強首浄化センター

の３箇所、と大曲地域のコミュニティプラント、昔有りましたし尿処理施設でござ

いますけれども、これに係る管渠について長寿命化対策を講じたいと考えておりま

す。南外浄化センターは、供用開始後３年ですので、対象とならないことになりま

す。スケジュールとしましては、供用開始後１６年が経過した、協和中央浄化セン

ターが平成２４年度に基礎調査を実施しております。２５年度に詳細調査、計画策

定を予定しております。刈和野浄化センター、強首浄化センターにつきましては、

平成２５年度に基礎調査、平成２６年度に詳細調査、計画策定を予定し、これらの

内容を踏まえながら、事業経費の年度ごとの平準化を考慮しながら、この３施設の

事業実施時期、国への申請時期を検討したいと考えております。仕様では、計画策

定の後、引き続きの年度に事業実施予定と書かれておりますけれども、３施設の長

寿命化に係る調査を踏まえまして、実施時期については検討したいと考えています。 

  それではもう一度、主な事業の説明書の７－１１ページにお戻り願いたいと思い

ます。主な事業の説明書７－１１ページ、今後の方向性としまして、大曲地域は、

既認可地区である駅東及び飯田地区の整備を、神岡地域は、北楢岡地区の完了に伴

い、大浦地区及び宮田地区の整備の推進を図ってまいります。また、公共下水道施

設の長寿命化対策を講じていきたいと考えております。公共・特環合わせた２４年

度末普及率は３８．７％となる見込みで、実施計画に基づき着実に整備が進められ

ておりますが、全体的な汚水処理事業の推進を図る観点から、一般質問でも市長が

答弁しておりますけれども、未着手地域の整備手法の見直しにも取り組んでまいり

たいと考えております。財源に、国県支出金として社会資本整備総合交付金、市債

としまして、下水道事業債、その他として受益者負担金を充当しております。 

  次に７－１２ページﾞをお願いいたします。流域下水道事業費は、公共下水道事業

特別会計１２事業分と特定環境保全公共下水道事業特別会計１２事業分を合わせて

記載しております。両会計合わせた予算額、前年度比１，８１１万８千円減の２，

４８３万３千円であります。この事業は、県が実施している、秋田湾・雄物川流域
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下水道事業大曲処理区の建設事業に係る市の負担金であります。この流域下水道大

曲処理区につきましては、大仙市のほか、仙北市、美郷町の２市１町が参画してお

り、大仙市としては公共下水道の大曲及び神岡地区、特定環境保全公共下水道の中

仙及び仙北地区が対象となっております、県の幹線管渠に、市が枝線として管路を

接続するもので、下水道施設として一体的に整備されているものであります。２５

年度の内訳は、県が施工する管渠工事及び大曲処理センターの電気・機械設備の更

新工事、並びにポンプ場・水処理施設等に係る耐震化及び長寿命化に係る工事・設

計委託などの建設費負担金となっております。負担金額の表として、事業会計ごと、

地域ごとの負担額を記載しております。 財源に、市債として下水道事業債を充当し

ております。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（竹原弘治）当局の説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質

疑のある方はお願いします。なにかございませんか。はい、千葉委員。 

○委員（千葉 健） ページ２９８ページなんだけれども、それでこの受益者負担金

と下水道使用料のこの滞納繰越分、これ計上されておるんだけれども、それであの、

前回あの時効に係わったやつは、不納欠損処理しておるんだけれども、この今出で

きている数字は不納欠損した後の数字だと思うんだけれども、この金額はさらに増

えているとこだもんだが、それともそのままの状態で、不納欠損したその後の数字

なもんだがちょっと教えてけね。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） ただ今の質問にお答えします、負担金の滞納繰

越分につきましてですけれども、予算編成にあたりましては、いいかたちょっとあ

れですけれども、実際のその収入未済額を見据えて予算措置するというよりは、財

源上、一般会計からの繰入金なども見据えて、内数といいますか、そのあまりに滞

納繰越額の収入を計上しますと、財源不足となる可能性があって、年度途中に一般

会計からの繰入を増額をしなければならないといった状況を発生することを避ける

為に、ある程度押さえた形で予算上につきましては、滞納繰越額を計上することと

しております。実際には２４年度末の収入未済額につきましては、これよりも多く、

実際には多くなると思います。ただ５月末までの、出納閉鎖までの徴収の、徴収活

動、収納活動によってはその額が変動するわけですけれども、予算措置上は尐し控

えめ、実際にはそれよりも多くあるということで、これにつきましては、不納欠損
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というものを加味していない形で計上しております。 

○委員（千葉 健） それであれだがや、一番古い部分て、何年前になってる、この

要は収入未済額なんだけれども、あの、時効さ、そんまが行く、例えば、もう１年

追加せば時効になるんた数字はねでな、なんとだこれは。たとえばもう１年経過せ

ば、時効にひっかかるんた。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） 収入未済の年度ですけれども、負担金分担金に

つきましては、これまで１回も下水道事業としてやってこなかったものを２３年度

において１７年度以前の不納欠損させていただきましたので、時効にかかわる不納

欠損というものは２４年度末においては１８年度を対象にしております、収入未済

はあるわけですけれども、その以前のものもあるわけですけれども、分納誓約書、

一部納付などによって時効の中断しているものについては、そのまま継続して収納

活動を行うということですけども、その時効に係わる古い債権につきましては、１

８年度からになります、それから使用料につきましては、これもいままでやってこ

なかったので、古い債権としましては平成１１年が、最も古い債権となっておりま

す。 

○委員（千葉 健） それから、もう一つ、この肥料、汚泥肥料代の１０万円が、こ

れ計上してるんだけれども、これあの袋詰めして梱包してると思うんだけれども、

このさばける量というか出た量と、さばけた量のこの比較、パーセンテージて、も

し分かれば教えてけね。 

○下水道課長（岩谷友一郎） この汚泥肥料のあの、処理条件につきましてですけれ

ども、２４年の１２月現在でほぼ９８％位が処理されているということで、これは

公共の場合が大きく袋が７キロ詰めで４０円、農集の場合５キロで３０円というこ

とでありますけれども、あのすべて販売してるということでなくて、処理の促進を

図るために、装置の土壌改良として提供してるという部分もありまして、そのよう

なことを踏まえて、今言った処理率９８％ぐらいが処理されているという状況であ

ります。 

○委員長（竹原弘治） よろしいですか。はい、外に。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） おれもそれさ関連だしども、これま西仙もあるでも、太田から

もでるもんだしか。たしかこの前、見に行ったとき、作っていねがった、太田はな

んとだったや、西仙から出るのは分かるんだけども。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） はい、今あの汚泥処理装置、そういう施設が整
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備されているのが西仙北地域は公共、農集それぞれ付いてます、あと大曲の大曲西

部地区に整備されてて、太田も三本木が整備されております。ただあの大曲、それ

から太田もですけども、その汚泥の処理量そのものが、まだ多くないということで、

その肥料化のところまではまだ達し得ない状況であります。ですのであの、実際に

袋詰めして肥料として、販売も含めて外に出すというのは西仙北地域であります。 

○委員（佐藤隆盛） 関連してだしども、これ前はあのただでて言えばおかしあだど

も、ただでやって、データだが出してもらったていえば、おかし言い方、ただでこ

うやってらことあったたと思うんだけども、これまちがいねがったもんだがや、最

初金、そしてデータを取ってとか。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） 古くはちょっと正確には答えられないところあ

りますけれども、まあの現在まず大曲については、あの試行期間ということで、お

金を頂かないで出してる状況であります。ただ西仙北については、出し始めてから

袋代ていう、それこそ、それ以上の電気代とかすごくかかっているんですけども、

ま袋代としてさっき言った、７キロ４０円、５キロ３０円というようなかたちで、

やっております。 

○委員（佐藤隆盛） そすれば、その注文はどこさどうすれば、西仙は西仙の支所だ

しか。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） はい。そのようになります。あの施設の維持管

理そのものが支所で行ってますので、それぞれの担当する支所、大曲であれば下水

道課に連絡いただければということになります。 

○委員長（竹原弘治） はい、ほかにございますか。はい、高橋委員。 

○委員（高橋幸晴） この公共下水道の７－１１、事業説明書７－１１で、２４年度

末の普及率は３８．７％になるということですけども、この数字というのは、この

区域の人口で、全部つながっていればという話ですか、それとも現在この下水の関

連するとこに全部、つながっていない人も含めての数字なんだか、そこ。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） お答えいたします。この普及率という考え方と

いいますか、算定方法ですけれども、これは大仙市全体の住民基本台帳の人口のう

ち、公共下水道の整備済みの中の人口ということになりまして、たとえば大仙市の

場合は、公共下水道もあれば、農集もあって、それから特定環境、特定地域生活排

水処理、つまりあの市の合併浄化槽もあるわけですけれども、それぞれの整備され

た人口を大仙市全体の人口で９万、ま８万、今８万９千ぐらいですけれども、８万
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９千ぐらいの全体の人口で割ることになりますので、公共下水道が大仙市の中で今

整備済みの部分が占めるものが３８．７ということになりますので、これらを足し

ていけば、各事業を足していけば大仙市８万９千なにがしかで、その中で何％とい

うことになりますけれども、公共下水道に関しては普及率３８．７というような計

算のことになっております。 

○委員（高橋幸晴） そうすれば、これあの、つながってなくても、つながっていて

もいわゆる普及率には数字としては、あらわれるということ、そうすればその中で、

現在つながっている、供用さている内訳というの分かりますか、３８．７％の中で

ですけども。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） 水洗化率になるかと思います、接続率といいま

すか、これは整備されて、つなげば供用できますよという中で、つないでるという

ことになりますので、１００％、全部つなげば１００％という数字になるものであ

ります。で、公共下水道の２３年度末の水洗化率につきましては、各地域トータル、

大仙市全体でありますけれども、６２．６％となっております。 

○委員（高橋幸晴） その水洗化率がこれ低いか高いかつうことは、他の方と比べて

見ないと分かりませんけれども、いずれあの年々、この下水道事業に関する予算つ

うのは、膨れていっていくと思います。今回も７億以上の一般会計から繰入されて

るし、また、市債も５億を発行しているという、で、今までの借金の公債費も、９

億を払わなければならないという、そういう事態なっていく中で、何回も言うども、

この事業に対して市民から理解を得て、そしてこの事業に対して協力をもらうとい

う、そういう市の姿勢というか、それをやっぱりもっともっと全面さ打ち出して、

そしてこの６２％を上げていかなければならないのではないかなと思うわけで、そ

れでちょっと質問したわけですけれども、そこら辺のお考えがあれば。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） 市の下水道事業に向かう姿勢といいますか、非

常に大きな事項になるかと思いますけれども、この下水道事業につきましては、や

はり、あの当初やっぱり住民の生活環境の改善、公衆衛生の向上ということで社会

的にもそちらの方向に向かったということで、この様な事業に着手してきたという

経緯があるかと思います。事業が進みますと、それぞれ接続率の高い、低いに係わ

らず、接続してくると、それなりに水洗化、ま、進んで来たかと思います。率とい

う言い方させていただきますと、整備事業を併せて進めて行くと、この繋げるとい

う区域が広がっていくと、つながいと逆に水洗化率が落ちるという、数字的なマジ
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ックといいますか、そういう現象もおきることにもなるかと思います。年度毎の水

洗化率とは、今言ったように整備をいかに進めて行くかということと、その年度い

かにつないだかということで、若干変動はあるわけですけれども、実数とすれば、

下水道事業、進めて行くことによって、接続してるという受益者というのは、それ

は確実に増えてきていると思います。一方でそのなぜ接続しないという方もいるわ

けですけども、その大きな理由とすれば、やっぱり高齢、実際にこれあの住民の方

と話しても、数字的なアンケートでも出てくるわけですけれども、高齢世帯という

のがやっぱり一番大きな要因でないかな、私あともう年行ったから別にトイレ直さ

ねくてもいいとか、あと息子方も帰ってこねがらというのが大きな、その一つの理

由にあります。そういうその社会的な背景が、こう変化してきているっていうこと

もその接続率に影響されると思います、まその中で、そういう状況の中で、ただ今

言われました市の下水道事業どう進めるかということでありますけれども、確かに

今、高橋委員が言われましたように、非常に費用対効果といいますか、金をかけて

効果があがってるかということについて、私どもも非常に、自身が疑問に感じてる

ところもありまして。 

○委員（高橋幸晴） あのいいです、いいです、この事業を批判することではないで

す、これはやっぱり下水というのは生活にとってはこれは無くてはならない事業で

すので、私どもも農集ですけども、やっぱりその、最初の事業を説明して、かかる

時は皆から了解のハンをもらったり、もらってかかるんですけれども、実際にそち

らの人が、そこさ行けば繋がらねという状況だ訳です、だからそのいろいろ一人暮

らしだとか、この後おれの代で終わりだとか、そう考えれば、そうだとすればこれ、

だんだん増えていく一方になってしますもんで、だから、そういうところの、あの

そういう人へ進めていく上での理解をしてもらうための、やっぱり何かが無ければ

だめなんでねがなと思うわけしな、強制的にやるわけではないけども、理解しても

らうとつないでもらえるところもあるのではないかなという、そういうところをし

よ、やっぱりもっともっと詰めていってもらいたいなと思うんだしよ、あの滞納の

方ばかりでねぐ、滞納の方ばかりでねぐ、こういう環境、これからの環境を考えれ

ばしよ、やっぱりやらざるを得ない事業だから、それを効果的に、十分それを活用

すること、何とせばいいのかということしよ考えていってもらいたいと思っていま

す。 

○上下水道部長（小松春一） 高橋委員ご指摘のとおりのところがございまして、ま
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あの下水道４事業それぞれ名前は違っても、整備の手法同じなわけで、一端設計し

てしまいますと、まさかその、かたらない家があるから、そことばしていくという

構造的な訳にもいかなくて、やっぱり末端まで整備してる訳でして、やっぱりそこ

で、今下水道課長が言ったような、やっぱりその近年のその社会構造的なものが出

てきて、なかなか水洗化率が上がらないというのも実際は現状でございます、ただ、

そうはいっても、特に下水道事業なんかは、簡水特会も同じなんですが、やっぱり

その一般会計からの繰入が非常に多いという現状も十分認識しているつもりでござ

いまして、何とかして、第一義的にはやっぱりその普及率、加入率の向上が第一に

なろうとは感じてるところです。なんとか工夫しながら、実際はお願いというか説

得するしか無いことだと思ってますけれども、いずれそういう方向にむけて努力し

て参りますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（竹原弘治） はい、そのほか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） ないようでございますので質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）討論なしと認めます。これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

○委員長（竹原弘治） 

次に議案第６０号平成２５年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

を議題といたします。当局の説明を求めます。岩谷下水道課長。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） 引き続きまして、予算書３１５ページをお願い

いたします。 

 議案第６０号 平成２５年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算に

ついてご説明申し上げます。 

 特定環境保全公共下水道事業は、西仙北、中仙、協和、南外及び仙北地域に係る

下水道事業であります。 
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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億６，１３７万８千円と定めるもの

であります。 

  事項別明細書により、歳入をご説明申し上げます。３２２ページをお願いいたし

ます。歳入・１款・分担金及び負担金は下水道受益者分担金として、現年分６５９

万１千円、滞納繰越分３４万９千円の合わせて６９４万円であります。２款・使用

料及び手数料は、下水道使用料として、現年分１億３０２万６千円、滞納繰越分１

５９万２千円の合わせては１億４６１万８千円であります。下水道手数料は督促手

数料として６万７千円であります。３款・国庫支出金は、下水道事業国庫補助金で

ある社会資本整備総合交付金として４，６１０万円であります。４款・繰入金は、

３２３ページなりますが、一般会計繰入金として４億３，６１２万７千円でありま

す。５款 繰越金は前年度繰越金として存置項目１千円であります。６款 諸収入

は汚泥肥料代の雑入として２万円、延滞金として５千円であります。７款・市債は

特定環境保全公共下水道事業債・流域下水道事業債及び資本費平準化債などの下水

道事業債として、１億６，７５０万円であります。  

  次に、歳出につきまして、予算概要及び事業説明書で説明させていただきます。 

  まず、Ａ３横の上下水道部の予算概要の３の２ページをお願いいたします。上下

水道部の予算概要の３－２ページ項番１５からになります。特定環境保全公共下水

道事業特別会計・１款・１０事業の下水道維持管理費は、西仙北、中仙、協和、南

外及び仙北地域の特定環境保全公共下水道施設の維持管理に係る経費であります。

同じく６０事業・一般管理費補助金１２万８千円は、特定環境保全公共下水道区域

内の水洗便所改造資金融資あっせんに係る利子補給金であります。２款・１０事業

及び１１事業は、施設整備事業に係る補助分・単独分であります。同じく１２事業

は・県が実施している流域下水道事業に係る市の負担金であります。 

   それでは、維持管理費及び事業費につきまして、主な事業説明書でご説明させて

いただきます。お手元に配布している委員会資料下水－１に２５年度実施位置図を

添付しておりますので合わせてご参考にしていただきたいと思います。 

   上下水道部の主な事業説明書７－１３ページになります。特定環境保全公共下水

道事業特別会計の１０事業・下水道維持管理費は予算額、前年度比３７万７千円増

の１億４，１０９万７千円であります。２５年度の事業概要は、西仙北、中仙、協

和、南外及び仙北地域における電気料・修繕料及び消耗品等の需用費、それから水

質検査手数料・施設保守管理業務委託料など施設維持管理費と下水道課所管として
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いる県の流域下水道維持管理負担金及び炭化施設維持管理負担金が主なものであり

ます。なお、中仙及び仙北地域は、県の流域下水道処理場に処理を委託し、西仙北

及び協和地域につきましては、単独処理場としまして強首浄化センター、協和中央

浄化センターでそれぞれ処理しているものであります。地域の公衆衛生の向上と生

活環境の改善を図るため、今後とも適正な維持管理の下での事業運営が必要と考え

ております。財源に、その他としまして下水道使用料及び手数料等を充当しており

ます。 

  次に７－１４ページをお願いいたします。１０事業・特定環境保全公共下水道事

業費（補助分）、同じく１１事業（単独分）は、補助・単独合わせまして、予算額、

前年度比１，２６６万６千円減の１億２，２３５万６千円であります。２５年度の

事業の概要は、整備事業として中仙地域が事業費３，７２２万６千円で、管渠工事、

延長４２６．９ｍ。南外地域が事業費６，９２９万２千円で、管渠工事、延長が８

０２．３ｍ、中継ポンプ設置工事１か所、実施設計・地下水調査業務委託を予定し

ております。仙北地域が、事業費１６３万８千円で、公共桝設置工事を予定してお

ります。下水道処理場の長寿命化に係るソフト事業としまして西仙北地域が事業費

４２０万円で、強首浄化センターの長寿命化計画策定のための基礎調査業務の委託、

協和地域が事業費１，０００万円で、協和中央浄化センターの長寿命化に係る詳細

調査・詳細設計・長寿命化計画策定業務委託を予定しております。今後の方向性と

しましては、整備を進める一方で、市全体の課題として、現実に即した整備計画の

見直しが必要になってきておりまして、中仙地域は２３年度の整備区域の見直しに

より、２５年度で事業が整備事業は一旦終了することになります。南外地域につき

ましては、現在の１次計画分の整備を進めるとともに、事業の進捗を見据えまして

２次分も含めて見直しが必要と考えております。公共で説明しましたが、市の２４

年度末普及率３８．７％となる見込みでありますけれども、計画の見直し、施設の

長寿命化対策に取り組む必要があると考えております。財源に、国県支出金としま

して社会資本整備総合交付金、市債として、下水道事業債、その他として受益者負

担金を充当しております。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（竹原弘治）当局の説明が終了いたしました。これより質疑を行います。 

  質疑が、なにかございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） ないようでございますので質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）討論なしと認めます。これより採決いたします。 

  本件を原案とおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

○委員長（竹原弘治） 

次に議案第６１号平成２５年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算を

議題といたします。当局の説明を求めます。岩谷下水道課長。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） 引き続き予算書の３３７ページをお願いいたし

ます。 

  議案第６１号 平成２５年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算につ

いてご説明申し上げます。 

  本事業は、西仙北及び協和地域の公共下水道・農業集落排水事業区域を除く地域

において、市町村設置型浄化槽整備事業として実施してきたもので、設置事業は２

１年度をもって終了しておりますけれども、２２年度からは、維持管理のみの事業

となっております。２５年度予算につきましても、既存浄化槽の維持管理費・公債

費の償還金等を計上したものであります。 

  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５６１万５千円と定めるものであ

ります。 

３４４ページをお願いいたします。歳入でありますけれども、歳入・１款・使用

料及び手数料は、浄化槽使用料としまして、現年分１，５４４万２千円、滞納繰越

分１１万２千円の合わせて１，５５５万４千円であります。浄化槽手数料は督促手

数料として４千円であります。２款・繰入金は、一般会計繰入金として１，００５

万４千円であります。３款・繰越金は前年度繰越金として存置項目１千円でありま

す。４款・諸収入は延滞金として２千円であります。 

  次に、歳出につきまして、主な事業説明書でご説明させていただきます。 
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   上下水道部の主な事業説明書７－１５ページをお願いいたします。特定地域生活

排水処理事業特別会計の１０事業・浄化槽維持管理費は予算額、前年度比４３万３

千円減の１，５４３万７千円であります。２５年度の事業概要は、西仙北及び協和

地域の保守管理業務委託料、清掃汲み取り業務委託料、検査手数料など施設維持管

理費が主なものであります。財源に、その他として浄化槽使用料及び手数料等を充

当しております。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（竹原弘治） 当局の説明が終了しました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いします。なにか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） ないようでございます質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）討論なしと認めます。これより採決いたします。 

  本件は原案とおり可決することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

○委員長（竹原弘治） 

次に議案第６２号平成２５年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算を議題とい

たします。当局の説明を求めます。岩谷下水道課長。 

○次長兼下水道課長（岩谷友一郎） それでは、予算書３４９ページをお願いいたし

ます。議案第６２号 平成２５年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算につきま

してご説明申し上げます。 

  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億４，３３３万８千円と定めるも

のであります。 

  ３５６ページ、歳入でありますけれども、歳入・１款・分担金及び負担金は農業

集落排水受益者分担金として、現年分１，４２７万６千円、滞納繰越分３７万３千

円の合わせて１，４６４万９千円であります。２款・使用料及び手数料は、農業集
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落排水使用料として、現年分１億５，５８４万６千円、滞納繰越分１８１万４千円

などの合わせて１億５，７６６万１千円であります。農業集落排水手数料は督促手

数料として１１万２千円であります。３款・県支出金は、農業集落排水事業費県補

助金として、１，６００万円であります。４款・財産収入は、３５７ページなりま

すが、農業集落排水事業債償還基金利子として、存置項目１千円であります。５款

・繰入金は、一般会計繰入金として８億３，４５６万２千円。基金繰入としまして

農業集落排水事業債償還基金繰入金２，０００万円であります。６款・繰越金は前

年度繰越金として存置項目１千円であります。７款 諸収入は雑入として汚水桝設

置費負担金、汚泥肥料代など３４万７千円。３５８ページになります、延滞金とし

て５千円であります。８款・市債は農業集落排水事業債及び資本費平準化債として、

２億円であります。  

  次に、歳出につきまして、予算概要及び主な事業の説明書でご説明させていただ

きます。 

   まず、Ａ３横、上下水道部の予算概要３－３ページをお願いいたします。上下水

道部の予算概要３－３ページ、項番２１からになります。農業集落排水事業特別会

計・１款・１０事業・農業集落排水維持管理費は、大曲、神岡、西仙北、中仙、協

和、仙北及び太田地域の農業集落排水施設の維持管理に係る経費です。同じく６０

事業・一般管理費補助金は、農業集落排水区域内の水洗便所改造資金融資あっせん

に係る利子補給金であります。同じく９１事業・農業集落排水事業債償還基金積立

金につきましては、１９年度まで採択された地区が対象となっておりました、県の

農業集落排水償還助成事業費補助金を原資として、基金を積み立ててきておりまし

たが、太田地域三本扇地区に対する２４年度の補助金交付をもって大仙市としては

終了となることになりますけれども、このため補助金による新規の積み増しは無く、

これまでの基金の利子分について積み立てする存置項目として計上しているもので

あります。２款・１０事業及び１１事業は、施設整備事業に係る補助分・単独分で

あります。 

   それでは、維持管理費及び事業費につきまして、上下水道部の主な事業の説明書

でご説明させていただきます。  

   上下水道部の主な事業の説明書７－１６ページをお願いします。１０事業・農業

集落排水維持管理費は予算額、前年度比１，５０３万２千円増の１億８，３０７万

１千円であります。２５年度の事業概要は、下水道課所管の大曲３地区、神岡２地
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区、西仙北２地区、中仙３地区、協和１０地区、仙北４地区及び太田５地区の全市

で２９地区における農業集落排水施設の維持管理経費で、主な項目としまして、電

気料・修繕料など需用費、電話料・汚泥処理手数料など役務費、施設等維持管理業

務委託料などあります。地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善が図られておりま

して、今後とも適正な維持管理の下での事業運営が必要と考えております。財源に、

その他としまして農業集落排水使用料、農業集落排水手数料等を充当しております。 

  次に７－１７ページをお願いいたします。１０事業・農業集落排水事業費（補助

分）、同じく（単独分）は、補助・単独合わせまして、予算額、前年度比２１５万

１千円減の１，９９０万７千円であります。角間川地区の２４年度完了をもって、

大仙市の農業集落排水施設の新規の整備事業は終了することになりますが、これま

で整備された農業集落排水処理場につきましても、公共下水道と同様に、電気・機

械設備の維持保全のために、適期に予防保全対策を講じて行く必要があります、今

後は施設の長寿命化を図ることが重点事業となりますが、このため農集の２５年度

要予算は、施設の長寿命化に係るソフト事業であります施設の機能診断事業費の要

求としております。お手元に配布のＡ３横の、委員会資料下水－１、右肩に下水－

１の委員会資料をご覧頂きたいと思います。下水－１の１１になります。ページ左

が農業集落排水施設に係る長寿命化を支援する、国の制度であります。考え方は公

共と同じものでありまして、適期に予防保全対策を講じて、施設の長寿命化及びラ

イフサイクルコストの低減を図るものであります。事業は大きくソフトとハードが

ありまして、ソフト事業としまして機能保全構想策定事業に係るものといたしまし

ては、機能診断、最適整備構想策定、これが公共下水道でいうところの「長寿命化

計画」にあたるものであります、ハード事業としましては、機能対策事業、これが

公共でいうところの長寿命化対策事業に当たるものでございます。ページ右が公共

でいうところの長寿命化計画にあたる、大仙市農業集落排水処理場に係る「最適整

備構想策定」のスケジュール、次のページ１２ページに位置図を掲載しております

ので併せてご覧頂きたいと思います。大仙市の２９か所の処理場のうち、ソフト事

業の補助対象となる７年以上の施設は２１か所ございます、将来、流域下水道、県

の下水道、大曲処理区に接続可能な仙北の３処理場、神岡東部の神岡１処理場を除

く１７処理場の機能強化対策に向けて、スタートするものであります。財政的な事

業費の平準化の判断材料とするため、対象となる全施設につきまして短期間で、機

能診断及び最適整備構想策定までは実施すべきものと考えております、２５年度と
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２６年度の２か年をもって機能診断の実施、２７年度最適整備構想の策定を予定し

たいと考えております。２５年度の機能診断を予定するのは、西仙北地域の上野、

中仙地域の中荒井、協和地域の稲沢・白岩・川口・一ノ渡、太田地域の横沢・大町

の８処理場で、残り９か所につきましては、２６年度予定したいと考えております。

もう一度、事業説明書の７－１２にお戻り願いたいと思います。事業説明書７－１

２、財源につきましては、農業集落排水事業費県補助金は１か所２００万円の定額

補助金でありますが、補助対象以外の費用も想定して、一般財源も計上しておりま

す。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（竹原弘治） 当局の説明が終了しました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いします。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） ないようでございますので質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）討論なしと認めます。これより採決いたします。 

  本件は原案とおり可決することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治）異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  職員の入れ替えがありますので、暫時休憩いたします。 

 

 

１１：２１   休 憩 

１１：３０   再 開 

 

 

○委員長（竹原弘治） 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

  次に、議案第７２号平成２５年度大仙市上水道事業特別会計予算を議題といたし

ます。当局の説明を求めます。足達上水道課長。 
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○上水道課長（足達 隆） 議案第７２号 平成２５年度 大仙市上水道事業会計予

算（案）についてご説明申し上げます。本予算案につきましては、予算書で説明さ

せていただきますが、お手元に配布してございます水道局、主な事業の説明書を併

せてご参照願います。 

それでは、予算書の５０９ページをお願いいたします。第１条・総則ですが、平

成２５年度 大仙市上水道事業会計予算（案）について、地方公営企業法第２４条

の規定に基づき、必要な予算内容を本条以下第８条までの条項に定めたものでござ

います。第２条・業務の予定量ですが、給水戸数は１万４，０４０戸、年間配水量

は、４４８万９，６１１立方メートル、１日平均配水量は、１万２，３００立方メ

ートルを予定してございます。水道料金算定の基礎となります有収水量を、年間総

配水量で割った有収率は、対前年度と同率の９０％を見込んでございます。第３条

・収益的収入及び支出でございますが、収入・第１款・上水道事業収益は、対前年

度比９，０４６万８千円減の８億８，０６５万５千円、支出・第１款・上水道事業

費用は、対前年度比７，８６９万３千円減の６億９，９２８万９千円を見込んでお

ります。収入及び支出の差引は、税込みで１億８，１３６万６千円、消費税を控除

した純利益は、対前年度比１１５万円減の１億７，７２７万９千円を見込んでござ

います。 

次のページ、５１０ページをお願いいたします。第４条・資本的収入及び支出で

ございますが、収入・第１款・資本的収入は、対前年度比１０２万８千円増の２，

６６１万４千円、支出・第１款・資本的支出は、対前年度比１億８，６４３万８千

円減の３億６０３万６千円で、収支差引での財源不足は、２億７，９４２万２千円

でございます。この不足額につきましては、第４条の括弧書きに「資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額、２億７，９４２万２千円は、過年度分損益勘定留

保資金７，２０５万８千円、減債積立金１億円、建設改良積立金１億円、及び当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７３６万４千円で補てんするものとす

る。」と定めるものであります。 

５１１ページになります。第５条は、一時借入金の限度額を、前年度同様５千万

円とするものでございます。第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用ができ

るものとして、第３条及び第４条の予算内での各項間の流用とするものでございま

す。第７条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費及び金額とし

て、職員給与費１億５，４９８万６千円、交際費１万円とするものでございます。
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第８条は、たな卸資産購入限度額を７５５万６千円とするものでございます。それ

では、詳細につきまして実施計画明細書によりご説明申し上げます。 

５３２ページをお願い申し上げます。収益的収入ですが、第１款、上水道事業収

益・第１項・営業収益は、対前年度比４２６万５千円増の８億５，６２４万３千円

を見込んでございます。内訳としまして、１目 給水収益・水道料金ですが、２４

年度実績見込みを基に８億４，８５９万４千円を見込んでございます。２目 その

他営業収益として７６４万９千円を計上しておりますが、給水工事設計審査手数料

のほか、下水道事業等業務委託料等が主なものであります。第２項 営業外収益は、

対前年度比９，４７３万３千円減の２，４４１万１千円を計上しております。内訳

としまして、２目 補助金は、他会計補助金の仙北南地区の企業債支払利息に対す

る一般会計からの繰入金等として３６６万円。３目 補償金は、大曲橋架替事業に

伴う秋田県からの補償金が主なもので、２，０３２万６千円を計上しております。

第３項 特別利益 ２目 過年度損益修正益は、存置項目でございます。５３３ペ

ージになります。 

次に、収益的支出ですが、第１款・上水道事業費用、第１項 営業費用として、

対前年度比８，０８６万９千円減の６億１，０７４万４千円を見込んでございます。

内訳といたしまして、原水及び浄水費は 、取水施設及び浄水施設の維持管理に要す

る経費として、職員２名分の給料等と、浄水場管理嘱託職員８名分、取水管理棟臨

時職員１名分の賃金のほか、水質検査等の委託料、宇津台浄水場及び玉川浄水場な

どの施設の維持修繕費及び動力費、大曲橋架替事業に伴う既設の護岸修復工事等で、

対前年度比２，５３７万６千円増の１億４，８１７万７千円を計上してございます。

 次のページ、５３４ページをお願いします。２目 配水及び給水費は、配水施設

及び給水装置の維持管理費用として、職員３名分の給料等、それから嘱託職員１名

分の賃金のほか、漏水調査業務などの委託料、漏水修理や取替え量水器購入などの

修繕費等で、対前年度比３０９万４千円減の５，６６３万円を計上してございます。

 ５３５ページになります。３目 業務及び総係費は、上水道事業全般に係る費用

として、職員１４名分の給料等のほか、集金・検針業務委託料等が主なもので、対

前年度比４１９万４千円減の１億４，９３８万８千円を計上してございます。 

次のページ、５３６ページをお願いいたします。４目 減価償却費は、有形・無

形固定資産の当年度減価償却費として、対前年度比４５８万円増の２億３，９４６

万５千円を計上してございます。５目 資産減耗費は、大曲橋架替事業に伴う既存
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の導配水管撤去工事に係るもの、合わせて有形固定資産の除却費及びたな卸資産の

除却費として、対前年度比１億３５３万７千円減の１，７０８万３千円を計上して

おります。第２項 営業外費用は、対前年度比１６７万６千円増の８，５５４万５

千円を見込んでございます。内訳としまして、１目 支払利息及び企業債取扱諸費

は、当年度償還分として５，４７７万９千円。３目 雑支出は、消費税及び地方消

費税予定額等として２，８０７万５千円を計上してございます。第３項の「特別損

失」及び第４項の「予備費」については、１５０万円をそれぞれ計上してございま

す。 

５３７ページになります。次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げま

す。収入 第１款・資本的収入は、対前年度比１０２万８千円増の２，６６１万４

千円を計上してございます。内訳としまして、第１項１目 工事負担金は、下水道

整備工事及び大曲駅前第２地区土地区画整理事業に伴う配水管移設工事の負担金と

して１，１８３万９千円を計上しております。第２項１目 他会計負担金は、消火

栓設置工事負担金として、７１万４千円を計上してございます。第４項１目 補償

金は、大曲橋架替事業に伴う県補償金等９２２万８千円を計上してございます。第

５項１目 他会計出資金は、仙北南地区の企業債元金償還金に対する一般会計から

の繰入金として、４８３万３千円を計上しております。 

次のページ、５３８ページをお願いします。併せまして、お手元に配布してござ

います Ａ３版、上水－２、平成２５年第１回定例市議会 建設水道常任委員会資

料をお願いいたします。１ページから３ページは、大曲橋架替事業に伴う水道施設

整備事業になります。４ページは配水施設拡張改良事業施工箇所位置図になります。

５ページから６ページは４ページの位置図の配水管布設工事拡大図、７ページから

１３ページは配水管改良工事の拡大図、１４ページから１６ページは、配水管移設

工事拡大図となっておりますので併せてご参照願います。それでは、説明を続けさ

せていただきます。支出 第１款・資本的支出は、対前年度比１億８，６４３万８

千円減の３億６０３万６千円を計上してございます。内訳としまして、第１項１目

配水施設拡張改良費は、大曲橋架替事業に伴う水道施設整備工事として、債務負担

による配水管移設工事のほか、配水管布設工事が１件、配水管改良工事として７件、

配水管布設工事として２件、配水管移設工事として県砂防工事に伴うものが１件、

大曲駅前第２土地区画整理事業に伴う工事が３件と公共下水道工事に伴う移設工事

１件の、合わせて５件等の、合わせて２２件の工事請負費として、１億７，２６６
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万２千円を計上してございます。なお、本年第１回臨時会で債務負担行為のご承認

をいただきました配水管改良工事３件につきましては、２月２１日に契約を締結し

てございます。この他、４目・作成費に管路図台帳作成費、５目・営業設備費は、

水中ポンプ等の購入や、量水器購入、車両購入費など。６目・負担金は、土地区画

整理事業に伴う負担金を計上してございます。第２項・企業債償還金は、対前年度

比７６万２千円減の１億２，４３３万４千円を計上してございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお

願い申し上げます。 

○委員長（竹原弘治） 当局の説明が終了しました。これより質疑を行います。 

  質疑のある方はお願いします。はい、高橋委員。 

○委員（高橋幸晴） 原価償却費についてちょっとお知らせいただきたいと思います

けど、減価償却費、あれだしか、今年度累計額を引いた金額載ってますけども、い

わゆる５２９ページ、であの、建物構築物機械及び装置とかいろいろあるけれども、

これ毎年金額変わっていくことになってるがや、おれここちょっと決算の方で見ね

がったどもしよ。 

○上水道課長（足達 隆） ご説明申し上げます、今あの議員がおっしゃいました、

毎年、同じ物ではなくて、それぞれの年度に応じた額になってございます。 

○委員長（竹原弘治） そのほかにございますか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） 水道料金の８億４千万と見込んでいるんだけれども、大口の組

合病院とか、イオンは同額だ、約、例年同じぐれの額で見込んでいるもんだが、そ

れとも、まずその１点、約どのくらいなもんだかと、この２点お願いします。 

○上水道課長（足達 隆） お待たせしましたお答え申し上げます、大口需要者とい

うふうなものでございますけれども、３つぐらいの業者を当方では大口というふう

に把握してございます、一つはイオンでございます、もう一つは組合総合病院でご

ざいまして、もう一つはＳＩＩ、セイコーインスツルメントでございます、それに

つきましては、イオンは上昇傾向にございます、組合総合病院に関しましては下降

傾向にございます、ＳＩＩ、これについても現在は下降傾向にあるというふうなこ

とでございます。 

○委員（佐藤隆盛） 約なんぼぐれ。８億なんぼの内なんぼぐれ、金額だいたいでい

いす。まずおれイオンだけでもいいです。わかれば。昨年よりも見込んでいる、イ

オンだけは、決算見れば、いいすいいす。 
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○委員長（竹原弘治） ほかに、はい、千葉委員。 

○委員（千葉 健） ちょっとあの、簡単なことだども、教えていただきたいんだけ

ども、この５３３ページの委託料の水質検査の委託料の３，３９０万７千円、まこ

の数字なってるんだけれども、それであの、簡易水道と上水道の検査項目数が同じ

なのかどうかというのがまず第１点、それからあのこの水質検査は年に何回やるの

かということ、それからこの検査する箇所、上水道に関して検査の箇所が何箇所、

それから５３５ページのこの報償費の中に、水質検査に伴う水採取者への謝礼と書

いているんだけれども、わたし基本的に水質検査を依頼するときは職員が水を採取

して、お願いしてると解釈してらったども、これせばあの水を採取するには第３者

さお願いしているという意味なのか、その辺ちょっと。 

○上水道課長（足達 隆） ただ今のご質問にお答申し上げます、水質検査の項目値

でございますが、合わせまして年１３回となってございます、その他、法定検査は

もちろんのことですけれども、それ以外に農薬の検査等、それからクリプト等の検

査、それからアンモニアの窒素、そういうふうなものについても検査をしているも

のでございます、基本的には簡易水道も上水道も同じでございます、ただいろいろ

水源、水質によって、それぞれ不安を抱えている場合は、それを重点的にさらに、

法定外の水質検査も行っているというふうなことでございます。それともうひとつ

のお金の話ですけども、報償費の方でございますけども、私の方で末端水というふ

うなことで、各所にご家庭に上がりまして、その水を調べさせていただいていると

いう立場から、そういう意味合いで報償費を差し上げているということでございま

す、こちらの方でお願いをして、そこのご家庭の水を採取していただいて、それを

調べているというふうなことでございます。 

○委員長（竹原弘治） はい、よろしいですか、ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） では質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） 討論なしと認めます。これより採決いたします。 

  本件を原案とおり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し
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ました。 

  職員の入れ替えがありますので、暫時休憩いたします。 

 

 

１１：４９   休 憩 

１１：５０   再 開 

 

 

○委員長（竹原弘治） 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  次に、陳情第５９号 鍛冶町地内の消雪施設の改修について を議題といたしま

す。本陳情に関しては、当局として参考になる意見がございましたらお願いします。

福田道路河川課長。 

○次長兼道路河川課長（福田 繁） それでは参考意見を述べさせていただきます、

要望箇所につきましては、西仙北支所の齋藤建設課長と一緒に現地を確認いたしま

して、要望者である池田組合長さんから、施設の現状及び要望内容についてお話を

伺ってきたところであります。                                 

  要望の「市道  鍛治町線」の消雪施設につきましては、狭隘な生活道路の通行を確

保する重要な施設であり、経年劣化による老朽化が進み、施設の稼働が不能となれ

ば、車両の通行及び付近住民の生活に支障をきたすのではないかと、認識してきた

ところでございます。 

  当路線のポンプ施設は、県道「本荘・西仙北・角舘線」の流雪溝用の揚水施設と

して県が工事を実施し、平成５年から平成１２年まで利用してございました。 

  その後、県では新たな水源を確保したことによりまして、この利用されなくなり

ました揚水施設を、西仙北町と県との間で協定を結び、平成１４年度に町に移管さ

れ、現在、鍛治町消雪組合の施設として再利用しているものでございます。 

  その後県では、移管する前年度に県におかれましては、施設の保守点検を実施し、

「水量が全体的に不足している」という問題点を町に提起したと伺ってございます。 

  現地を確認いたしますと、全く水が出ないという状況にはありませんけれども、

以前の半分以下の水量であるということでありました。水源の移管から約１０年を

経過しております消雪施設の水量の確保につきましては、たとえば井戸の洗浄や水

源移管前に実施されたデータに基づきまして、適正位置に取水ポンプを設置するこ
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とで対応出来るのではないかと考えてございます。ただし、水量不足の原因が地下

水位の低下によるものと判明した場合には、新たな水源の確保が必要となることか

ら時間を要することが予想されます。                      

  老朽化しております散水設備の改修や、散水設備と道路舗装部との隙間の解消に

つきましては、平成２５年度補正予算の確保が必要となりますけれども、降雪前ま

で事業実施をし、適正な施設運用が可能になるよう、ご検討いただきたいと存じま

す。  

以上、参考意見として、現状及び今後の方針について述べさせていただきました。

よろしくご審議の程お願いいたします。 

○委員長（竹原弘治） ありがとうございます。では本陳情に関して、質疑及び意見

はございませんか。はい、千葉委員。 

○委員（千葉 健） そうすればあの、現状、あの現地確認する意味ではあれだが、

今の方が適当な時期なもんだが、それとも雪消えてからの方が適当なもんだが、ち

ょっとそこら辺、ちょっと教えてけねしか。 

○次長兼道路河川課長（福田 繁） 実はあの、私どもが現地を、行ったときには、

降雪でしたので、あの水を出させていただいて、その現状を把握して来たんですが、

いつでも、雪が降ってなくても、ついておりますと水の出る状況というのは確認で

きると思います、ただしあの、できれば今の時期に現地を視察していただいて、確

認するというのが、よろしいかと私、思っています。 

○委員長（竹原弘治） ほかには。ご意見、質問等ございませんか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） ちょっと気ついたといえばおかししども、池田繁司さんていう

のか、この路線さ入ってね、これどういったあれだしべなと、はんこ押してきたど

も、どの人だべがなと思ったども。 

○次長兼道路河川課長（福田 繁） あの場所ですか、あの住宅地の位置図はお手元

に行ってないですか、池田自動車整備工場って書いてますけども、この方が組合長

さんになってございます。整備工場屋さんの社長さんが組合長ということで要望書、

提出されてございます。 

○委員長（竹原弘治） はい、そのほかに陳情に対しての質問、意見ありませんか。

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） 一回、見てやねねってば、今しかねもんだしべがな、なんとす

る。 
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○委員（千葉 健） 意見だども、今課長さんが言ったようによ、おれは、ちょっと

春先でもいいかと思ったけども、できればやっぱりこの雪の時期に見た方がという、

雪に対してどういう出方だがというのを確認する意味では、今の時期が適当だと言

われた以上、やっぱりわれわれ、それさよ現地見ねで、議論するわけにいかねべが

ら、やっぱり今の時期見るしかねんでねが、私は思います。 

○委員（橋本五郎） 当然やっぱり、陳情者の意見を聞いた方がいいなやな。 

○委員（高橋幸晴） 組合の中身で、中身、運営してる中身についても、ちょっと分

からないと、組合の範囲なのか、それとも行政でやる範囲なのか、ちょっと分から

ないんだしな、内容、維持管理していく上の組合の内容が、どういうふうになって

るがどうか。 

○次長兼道路河川課長（福田 繁） あの、今高橋議員がおっしゃったとおり、私ど

も組合の運営については、特段あの行き会った時にお話し、そこまでは聞いてきて

ませんので、是非行っていただいて、実情をお聞きなったらいいのかなというふう

に思います。 

○委員（高橋幸晴） その会費を徴収するとか、あの決算報告なんとなってるとか、

そういうこともやっぱり見ておかないと、果たして組合維持していく、どのくれ解

決できるのか、組合としてはとうていまかいきれないということ、そこら辺の判断

がちょっと、このこれだけでは分からない。 

○委員長（竹原弘治） あの、委員会を休憩して、協議会にしたいと思います。 

 

 

１１：５８  休 憩 

１２：０６  再 開 

 

 

○委員長（竹原弘治） 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  このことについて、どう判断したらいいすか、一応参考まで継続審査の件、あの

協議会でのお話しでございましたけども、継続審査という取扱いでよろしいですか。

そうすれば、この本陳情については、継続審査に、え、会議規則上、本件を継続審

査とすることに賛成の方は挙手願います。 

（賛成５：反対１） 
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○委員長（竹原弘治） 賛成多数であります。よって本件は閉会中の継続審査とすべ

きものと決しました。 

  職員の入れ替えがありますので、暫時休憩します。 

 

１２：０７   休 憩 

１２：０８   再 開 

 

○委員長（竹原弘治） 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、所管事務にかかる閉会中の継続審査および調査に関する件についてお諮り

します。お手元に配付しました案件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審

査及び調査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） 異議なしと認め、そのように決定しました。 

 

 

○委員長（竹原弘治） 以上で、当委員会に審査付託となりました事件の審査は、す

べて終了いたしました。 

  なお、本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委

員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（竹原弘治） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

これをもちまして、建設水道常任委員会、閉会いたします。大変ご苦労さまでし

た。 

 

 

午前１２時１１分 閉  会 
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